
受験申込内容（試験会場、試験日時）の変更

受験申込された内容（試験会場、試験日時）は、次の(1)及び(2)の期間内
において変更することができます。
ただし、CBT方式試験から特別措置試験への変更はできません。
なお、受験申込内容を変更できず受験されなかった場合であっても、受験
手数料は返還できません。

（１）受験申込内容の変更可能期間

受験申込内容を変更できる期間は 試験日の3日前までです。試験日2日前
から試験日当日の間は、理由のいかんにかかわらず一切変更できません。

例：2023年5月30日実施の試験を4月10日に申込んだ場合の変更可能期間
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【2025年4月26日以降の受験申込みに関する重要なお知らせ】

システムリプレース等に伴い、2026年4月27日以降の試験実施を一時休
止します。2025年4月26日以降に受験申込みをした方は、2026年4月26
日までに受験されますようお願いいたします。
2025年4月26日以降に受験を申し込む場合は、受験申込後の試験日の変
更も含め、2026年4月27日以降の試験日を選択することができません。
空席がない場合も含め、2026年4月26日までに受験できなくても、受験
手数料及び受験申込みに要した費用は返還いたしませんので、ご了承くだ
さい。

詳しくは、こちら（情報処理推進機構のサイトへリンクします。）をご覧
ください。

https://www.ipa.go.jp/shiken/2025/cbt-notice.html


（２）新たな試験日として選択可能な期間

＜クレジットカード・コンビニ／Pay-easyを利用された場合＞

新たな試験日として選択できる期間は、 変更日の3日後 ～ 3ヵ月後の月末ま
で（2025年4月26日以降に申込みをした方は、2026年1月1日以降に変更を
行う場合、2026年4月26日まで）です。
なお、上記の変更可能期間内での変更回数に制限はありませんが、
初回申込日から１年後（同じ日付）（2025年4月26日以降に申込みをした方
は、2026年4月26日まで）を超える試験日は選択できません。
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例：申込済の試験（試験日：2023年5月30日）を5月10日の時点で変更す
る場合の申込可能な試験日の期間

※コンビニ／Pay-easyで入金前の場合、
入金が確認できるまで、支払期限翌日までの試験日へは変更できません。
例：4/7が申込日で4/20が試験日。その後、4/7同日に試験日を変更し
ようとした場合、
最短で3日後(4/10)ではなく4日後(4/11)以降が選択できます。



＜クレジットカード・コンビニ／Pay-easyを利用された場合の選択できる最
後の試験日について＞

初回申込日から1年後（同じ日付）（2025年4月26日以降に申込みをした方
は、2026年4月26日まで）が選択できる最後の試験日です。

例：2023年5月10日に初回申込を行った場合の変更期限
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※うるう日（2月29日）が初回申込日の場合、変更期限は翌年の2月28日
となります。



＜バウチャーチケットを利用された場合＞

新たな試験日として選択できる期間は、 変更日の3日後 ～ 3ヵ月後の月末ま
で（2025年4月26日以降に発行されたバウチャーチケットを使用した方は、
2026年1月1日以降に変更を行う場合、2026年4月26日まで）です。
なお、上記の変更可能期間内での変更回数に制限はありませんが、
バウチャー発行日から１年後（同じ日付）を超える試験日は選択できません。

例：申込済の試験（試験日：2023年5月30日）を5月10日の時点で変更す
る場合の申込可能な試験日の期間
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ただし、2025年4月26日以降に発行されたバウチャーチケットを使用した場
合、選択できる最後の試験日は、2026年4月26日までです。
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＜バウチャーチケットを利用された場合の選択できる最後の試験日について＞

バウチャー発行日から１年後（同じ日付）が選択できる最後の試験日です。

例：2023年5月10日に発行されたバウチャーチケットで、
2023年6月20日に初回申込を行った場合の変更期限
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したがって、バウチャーチケットを利用して新規に受験申込みをされる場合は、
バウチャー発行日から１年後の３日前が受験申込期限になります。

また、初回の申込日が2024年5月7日の場合、5月8日と5月9日は試験日として
選択できません。
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※うるう日（2月29日）がバウチャー発行日の場合、翌年の2月28日が選択
できる最後の試験日です。

ただし、2025年4月26日以降に発行されたバウチャーチケットを使用した場合、
選択できる最後の試験日は、2026年4月26日までです。



＜基本情報技術者試験（FE） 科目A免除（修了認定者）を申し込みの際に選択
できる最後の試験日について＞

基本情報技術者試験（FE） 科目A免除（修了認定者）を申し込みの際、科目
A 試験免除の有効期間（最終日）が選択できる最後の試験日となります。ただ
し、初回申込日から1年後（同じ日付）（2025年4月26日以降に申込みをした
方は、2026年4月26日まで）が選択できる最後の試験日です（バウチャーチ
ケットを利用された場合は、バウチャー発行日から1年後（同じ日付）が選択
できる最後の試験日です。ただし、2025年4月26日以降に発行されたバウ
チャーチケットを使用した場合、選択できる最後の試験日は、2026年4月26日
までです。）。

※うるう日（2月29日）が初回申込日の場合、翌年の2月28日が選択できる
最後の試験日です。

（うるう日（2月29日）にバウチャー発行をしたチケットを利用された場合、
翌年の2月28日が選択できる最後の試験日です）。
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